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税務訴訟資料 第２６３号－１９２（順号１２３１６） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消請求事件

 国側当事者・国 （北沢税務署長） 

平成２５年１０月２２日棄却・ 控訴

 

判 決 

原告   甲 

同訴訟代理人弁護士  長谷川 武弘 

同   石田 智也 

被告   国 

同代表者法務大臣   谷垣 禎一 

処分行政庁   北沢税務署長 

  赤平 英治 

同指定代理人   川﨑 慎介 

  ほか別紙１のとおり 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

北沢税務署長が原告に対し平成２３年３月１１日付けでした次の処分をいずれも取り消す。 

(1) 平成１９年分の所得税の更正処分のうち総所得金額４１２２万０４６５円を超える部分及

び申告納税額６２２万３２００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

(2) 平成２０年分の所得税の更正処分のうち総所得金額３２５６万１１７１円を超える部分及

び申告納税額２７６万３９００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

(3) 平成２１年分の所得税の更正処分のうち総所得金額２９５２万１５０１円を超える部分及

び申告納税額４６５万９３００円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、共同住宅等の貸付けを業とする原告が、平成１９年分から平成２１年分までの所得税

について、①各年において貸付業務用の土地建物を購入する際に支払った仲介手数料（以下「本

件各仲介手数料」という。）の全額と、②土地建物を購入した年の固定資産税及び都市計画税（以

下「固定資産税等」という。）の税額のうち日割り計算による未経過分に相当する金額で上記購

入の際に原告が支払うことを合意した清算金（以下「本件各清算金」という。）の全額を、各年

分の不動産所得の金額の計算上必要経費（所得税法（平成２３年法律第１１４号による改正前の

もの。以下同じ。）３７条１項）に算入して、確定申告及び平成２１年分の所得税の修正申告を

したところ、北沢税務署長から、本件各仲介手数料及び本件各清算金の額は貸付業務用の不動産

の取得価額に含まれ、建物の取得価額に係る減価償却費となる金額のみが各年分の不動産所得の
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金額の計算上必要経費に算入される（所得税法３７条１項、４９条１項、２項、所得税法施行令

１２６条１項１号イ）として、所得税の各更正処分（以下「本件各更正処分」という。）及び過

少申告加算税の各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」という。）を受けたことから、本

件各更正処分及び本件各賦課決定処分（以下「本件各更正処分等」という。）の取消しを求める

事案である。 

２ 関係法令の定め 

別紙２のとおり 

３ 前提事実（当事者間に争いがないか、文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定する

ことができる事実） 

(1) 原告は、共同住宅等の貸付けを業とする者である。 

(2) 原告は、別紙３のとおり、平成１９年から平成２１年までの間、売主欄記載の者との間で

売買契約を締結し、貸付けの業務の用に供することを目的として、土地及び建物（以下「本件

各物件」という。）を購入した。そして、原告は、本件各物件につき、不動産仲介業者欄記載

の者に対し、上記売買契約に係る本件各仲介手数料を支払うとともに、物件Ａ以外の本件各物

件につき、売主欄記載の者に対し、上記売買契約において定められた条項に基づいて本件各清

算金を支払った（乙１、５、６、１４ないし２４（枝番を含む。）、弁論の全趣旨）。 

(3) 本件各更正処分等、北沢税務署長が原告に対してした各異議決定及び国税不服審判所長が

原告に対してした各裁決の経緯は、別表１から別表３までのとおりである。 

４ 被告が主張する本件各更正処分等の根拠及び適法性 

被告が主張する本件各更正処分等の根拠及び適法性は、別紙４のとおりである。 

５ 争点及び争点についての当事者の主張 

本件の争点は、①本件各仲介手数料の全額をそれが生じた各年分の不動産所得の必要経費に算

入することができるか（争点１）、②本件各清算金の全額をそれが生じた各年分の不動産所得の

必要経費に算入することができるか（争点２）である。 

(1) 争点１（本件各仲介手数料の全額をそれが生じた各年分の不動産所得の必要経費に算入す

ることができるか）について 

（被告の主張） 

ア 減価償却資産たる建物における取得価額の範囲 

所得税法４９条は、減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を定めているところ、

同法の委任を受けた所得税法施行令１２６条１項は、「購入手数料」等を含めた価額を資産

の購入の代価であるとし、これを減価償却費の計算における取得価額とする旨規定している。

すなわち、所得税法は、建物等の減価償却資産を業務の用に供するために購入した場合につ

いては、当該購入のために要した費用を、当該減価償却資産の購入の代価として当該減価償

却資産の取得価額に含め、当該減価償却資産に係る償却費の一部として、当該業務に係る所

得の金額の計算上必要経費に算入することとしている。減価償却資産の購入に際して支払っ

た購入手数料は、当該資産の取得価額に算入され、費用収益対応の原則から使用又は時間の

経過に応じて、一定の償却費として徐々に費用化されるものであり、それを支払った年分に

一括して必要経費に算入されるべきものではない。 

イ 非減価償却資産たる土地における取得価額の範囲 

所得税法に関する規定上、非減価償却資産の取得価額の範囲について、明文の規定はない。
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しかしながら、所得税法施行令１２６条が減価償却資産の取得価額の範囲についてのみ特に

規定を設けた趣旨は、減価償却資産の取得価額の決定が、減価償却費の金額を決定する上で

重要な意味を有するため、その取得価額の範囲を確定的に明らかにする必要があったことに

ある。また、一般に公正妥当な会計処理の基準を要約したものと認められる企業会計原則の

「資産の貸借対照表価額」の項において、減価償却資産と非減価償却資産とを区別すること

なく、「有形固定資産」については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価格をも

って貸借対照表価額とするとし、その有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の

引取費用等の付随費用を含めるとされている（企業会計原則第３の５Ｄ。乙２６）。したが

って、非減価償却資産の取得価額の範囲についても所得税法施行令１２６条を準用すべきで

あり、非減価償却資産の購入に際して支払った購入手数料も、当該資産の取得価額に含まれ

ることとなる。 

ウ 譲渡所得に係る取得費について 

所得税法３８条は、減価償却資産と非減価償却資産とを区別することなく、譲渡所得の金

額の計算上控除する取得費を、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の合計

額とする旨規定しているところ、同条に規定する「『資産の取得に要した金額』には、当該

資産の客観的価値を構成すべき取得代金の額のほか、登録免許税、仲介手数料等当該資産を

取得するための付随費用の額も含まれる」（最高裁昭和●●年（○○）第●●号平成４年７

月１４日第三小法廷判決・民集４６巻５号４９２頁参照）とされているから、減価償却資産

の仲介手数料と非減価償却資産の仲介手数料は、いずれも取得費として扱われることは明ら

　かである。 

　エ 以上のとおり、建物等の減価償却資産を業務の用に供するために購入した場合は、当該購

　　入のために要した費用の額を当該償却資産の取得価額とした上で、当該減価償却資産に係る

　　償却費の一部として当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することとなる。こ

　　れに対し、土地等の非減価償却資産を業務の用に供するために購入した場合は、当該購入の

　　ために要した費用の額を、原則として、当該非減価償却資産を譲渡した際の譲渡所得の金額

　　の計算上控除する取得費とすることとしているのであり、当該費用の額は、当該資産を譲渡

　　するまでの間、減価償却資産を購入した場合と同様に、当該非減価償却資産の取得価額に含

　まれることとなり、後に当該資産を譲渡する際に、譲渡所得の金額から控除することとなる。 

　そして、本件各仲介手数料は、原告が本件各物件を購入するための仲介を依頼した各不動

産仲介業者に対し、当該仲介の対価として支払ったものであると認められるから、本件各仲

介手数料の額については、本件各物件の各取得価額に含まれるものである。したがって、本

件各仲介手数料のうち、本件各物件の各土地の取得価額に含まれるものは、将来の当該各土

地の譲渡所得に係る取得費となり、また、本件各物件の各建物の取得価額に含まれるものは、

減価償却費として、不動産所得の計算上控除されることとなる。 

以上によれば、各年につき生じた本件各仲介手数料は、減価償却費として不動産所得の計

算上控除される以外の金額について、各年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入

することはできない。 

（原告の主張） 

ア 不動産所得における必要経費の意義 

不動産所得は、不動産等の貸付けによる所得である（所得税法２６条１項）。必要経費は、
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不動産所得等の金額の計算上控除されるべき金額であり（所得税法３７条１項）、所得を得

るために必要な支出であり、所得を獲得するための投下資本の回収部分である。そして、あ

る支出が必要経費として控除されるためには、それが事業活動と直接の関連性を持ち、事業

の遂行上必要な費用であれば足りると解される。 

しかるところ、本件原告のような共同住宅等の貸付けを業として行っている者は、不動産

の貸付けにより所得を得るために不動産を購入するのであるから、不動産の購入を仲介した

不動産仲介会社に仲介手数料を支払うことは、事業の活動と直接の関連性を持つことは明ら

かである。また、事業として反復継続して取引を行う上で、不動産仲介会社を利用して支払

う仲介手数料は、事業の遂行上必要な費用であるということができる。 

よって、本件各仲介手数料は、その全額が、不動所得の金額の計算上、必要経費に含まれ

るべきである。 

イ 譲渡所得における取得費の意義 

譲渡所得は、資産の譲渡による所得である（所得税法３３条）。譲渡所得の計算上控除す

る取得費は、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の金額の合計額である

（所得税法３８条１項）。取得費にいう「その資産の取得に要した金額」には、当該資産の

客観的価値を構成すべき取得代価のほか、当該資産を取得するための付随費用も含まれるが、

その文理に即して考えれば、この付随費用も、当該資産の取得に通常必要不可欠な費用と解

すべきである。 

しかるところ、本件各物件の取得のために支払われた本件各仲介手数料が本件各物件の客

観的価値を構成していると認められないことは明らかである。また、業務性という側面を除

いてみたとき、不動産仲介会社を通さず不動産の売買を行うことは可能であるから、仲介手

数料の支払は、当該資産の取得に通常必要不可欠な費用とはいうことができない。 

よって、本件各仲介手数料は、本件各物件の譲渡所得の取得費に含まれず、不動産所得の

必要経費に含めるべきであることが明らかである。 

ウ 所得税法施行令１２６条１項１号の違憲性等 

本件各仲介手数料が本件各物件の取得価額に含まれるとすれば、建物の減価償却費に算入

される金額以外は、当該不動産を売却する段に至り、初めて譲渡所得の金額を算定する際の

取得費として収入金額から控除されるにとどまる。 

しかし、現在は、かつてのバブル期のように、不動産の価額が継続的に値上がりして、そ

の譲渡利益が見込める時代ではなく、不動産の価額が値下がりし、譲渡損失を生じる場合が

多いが、不動産の譲渡損失については、不動産所得を含めた総合課税の各種所得との損益通

算等をすることができない。そのため、仲介手数料の額を不動産所得の必要経費に算入した

場合と比べて不動産の取得費に含めて譲渡所得の金額を計算した場合は、仲介手数料の額に

ついて実質的な控除を受けることができず、最終的な税負担において納税者に不利益な形で

大きな差異が生じる。 

以上のように、所得税法施行令１２６条１項１号の規定は、本来仲介手数料は全額不動産

所得の必要経費に含めるべきであるにもかかわらず、仲介手数料の額を不動産の取得価額に

含めることとし、建物に係る仲介手数料のみ減価償却の方法による必要経費算入を強いるも

のであり、社会情勢の変化に適合せず、国民の財産権を不当に侵害する著しく不合理な規定

であるから、憲法１３条及び２９条１項に反し、違憲無効である。 
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本件のような問題が生じたのは、原告が不動産の貸付業を行っているために、所得の獲得

に必要な資産の購入が、偶然、譲渡所得税の課税対象と重なり、仲介手数料の支払が不動産

所得の必要経費と譲渡所得の取得費のいずれにも算入することができるように考えられる

からにほかならない。 

そうであるとすれば、仮に所得税法施行令１２６条１項１号の規定自体が違憲とは認めら

れないとしても、本件において、本件各仲介手数料の全額を不動産所得の必要経費に算入す

る場合と比して原告にとって不利な結果しか生じない同規定を適用することは、原告の財産

権（憲法１３条、２９条１項）を不当に侵害するものであり、違憲である。 

よって、本件各更正処分等は、取り消されるべきである。 

エ 本件各更正処分等の違憲性 

仮に、所得税法施行令１２６条１項１号の規定が違憲とは認められず、また、本件におい

て、同規定を適用して原告に課税することが違憲とは認められないとしても、少なくとも、

本件各物件のうち各土地に対応する本件各仲介手数料を本件各不動産の取得価額に算入す

ることは許されない。 

所得税法施行令１２６条１項１号の規定は、減価償却資産の取得価額について定めたもの

であり、非減価償却資産である土地の取得価額の範囲について直接定めた法令の根拠はない。

減価償却資産が使用年数によって物理的に消耗し、付随費用を伴わなければ、その効果を発

揮することができないのに対して、非減価償却資産は年の経過によって消耗することなく、

付随費用を伴わず、そのままの状態で効用を発揮するなどの点において、大きく相違してい

る。減価償却資産の償却費の計算方法及び計算の基礎となる減価償却資産の取得価額の範囲

等について所得税法４９条に個別の規定を置き、所得税法施行令１２０条以下で詳細に定め

ているのは、上記のように性質の異なる減価償却資産と非減価償却資産とを別に取り扱う趣

旨である。 

課税の要件は、法律又は法律の定める条件によることが憲法上要請されていることから

（課税要件法定主義。憲法８４条）、明文の規定なく、安易に他の規定を準用して課税する

ことは許されない。所得税法施行令１２６条１項１号の規定を非減価償却資産である土地に

ついても準用し、仲介手数料を土地の取得価額に含め、その価額の一切を必要経費に算入す

ることを許さず、不動産所得に課税することは、課税要件法定主義（憲法８４条）に反し、

違憲である。 

よって、少なくとも、本件各物件のうち各土地に対応する本件各仲介手数料の金額につい

て、不動産所得の必要経費に算入することを認めずした本件各更正処分等は、何ら法的根拠

なくされたものであり、違憲無効である。 

(2) 争点２（本件各清算金の全額をそれが生じた各年分の不動産所得の必要経費に算入するこ

とができるか）について 

（被告の主張） 

ア 固定資産税等の性格 

地方税法は、固定資産税等について、その賦課期日である毎年１月１日現在において、固

定資産税課税台帳に所有者として登録されている者に課すると規定しているが（地方税法３

４３条１項、３５９条、７０２条、７０２条の６）、売買により年度の途中で固定資産の所

有者に変動があった場合について、固定資産税等の納税義務者の地位に変動が生じるなどの
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内容は規定されていない。すなわち、固定資産税等は、賦課期日後に所有者の異動が生じた

場合であっても、課税関係に変動が生じることを予定していないのであって、賦課期日後に

資産の所有者となった者が、当該資産のその年の固定資産税等の納税義務を負うことはない

のである。 

そうすると、不動産売買契約等において、固定資産税等の未経過分につき、取引慣行又は

契約上の履行として、当該売買契約当事者間で金員の授受をしたとしても、それは飽くまで

も固定資産税等の納税義務者として支払ったものではなく、当該売買契約当事者間の合意に

よって生じた債権債務関係に基づいて行われたものであって、当該支払は、実質的には売買

契約の履行にすぎない。また、その支払が行われなければ、当該売買契約の解除原因ともな

り得る。したがって、譲受人が支払うこととなった固定資産税等相当額は、当該固定資産税

等相当額を支払うべき基因となった資産を取得するに要した費用であり、実質的には当該資

産の代価を構成すべきものである。 

イ 本件各清算金の性質 

本件各清算金は、本件各物件の売買に際し、当事者間における固定資産税等の負担を調整

するために、売買契約締結時に合意した契約内容の履行として（乙１の２枚目「第１２条」、

乙５の４頁「第１３条」、乙６の３枚目「第１１条」参照）、原告が各売主に支払ったもの

であり、また、それを支払わなければ本件各物件の各売買契約の解除原因となり得るもので

あるから、本件各清算金の額は、本件各仲介手数料の額と同様に、本件各物件の土地又は建

物の各取得価額に含まれるべきものである。 

そして、本件各清算金のうち、本件各物件の各土地の取得価額に含まれるものは、将来の

当該各土地の譲渡所得に係る取得費となり、また、本件各物件の各建物の取得価額に含まれ

るものは、当該各建物の減価償却費として、不動産所得の計算上控除されることとなる。 

以上のとおり、本件各清算金は、減価償却費として不動産所得の計算上控除される以外の

金額について、不動所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。 

（原告の主張） 

ア 固定資産税等の性格 

地方税法が土地建物に対して固定資産税等を設けている趣旨は、土地建物所有者が通常そ

の土地に応じる担税力を有するものと推認され、また、土地建物所有者が、都市計画事業に

よって増進される当該地方公共団体の一般的利益を当然に享受することによる。土地建物を

所有しない者については、税を負担する能力がなく、また、支払うべき税に対応する利益も

受けていないため、固定資産税等を負担しないのが、課税の原則である。 

固定資産税は、当該不動産の所有の事実に着目して課される税であるから、当該不動産の

所有者が変更すれば、その時点から、新たな所有者が負担すべきである。また、都市計画税

は、都市計画事業等によって、利用価値の増大、価格の上昇等の利益を受けることに着目し

て、市町村が都市計画区域内の一定の不動産に対して課す税である。都市計画税は、上記性

質、納税義務者及び課税標準を固定資産税と同じくしていることから明らかなように、当該

不動産の所有の事実に着目して課される税であり、当該不動産の所有者が変更すれば、その

時点から、新たな所有者が負担すべきである。 

そのため、不動産売買の大半のケースでは、本件各清算金のように、固定資産税等の負担

について基準日を定め、前所有者が支払い過ぎていた部分があれば、これを立替払とみて、
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清算されている。本件各物件の売買契約書においても、清算金については、「本物件に対し

て賦課される固定資産税、都市計画税等の公租公課等の諸負担において、引渡完了日の前日

までの分を売主の負担とし、引渡完了日以降の分を買主の負担として、引渡完了日において

清算する」旨記載されており、契約当事者が固定資産税等の支払そのものについて合意して

いる認識でいることは明らかである。 

処分行政庁が指摘する地方税法の規定は、固定資産の数が多いため、固定資産税等の課税

事務を画一化して円滑・迅速に行うため、課税要件を定めているにすぎない。すなわち、固

定資産税等の課税要件は課税事務の便宜のために設けられた規定にすぎず、固定資産税等の

上記性質からすれば、権利関係の変動に応じて新たな所有者である買主が負担する清算金は、

売主が立替払をした固定資産税等そのものの支払にほかならない。 

イ 本件各清算金の性質 

本件各清算金は、原告が、本件各物件を購入するに当たり、各売主との間で、本件各物件

の引渡しを受けた日以後当該年の１２月３１日までの日数に対応する固定資産税等を負担

すべきことを各売買契約書で約し、既に各売主において原告が負担すべき金額を支払済みで

あった場合に、これを清算するため、原告が当該合意に基づき支払ったものである。このよ

うに、本件各清算金の実体は、前所有者が立替払した固定資産税等の清算である。したがっ

て、本件各清算金は、実質的に固定資産税等の支払と同視することができる。よって、本件

各清算金のうち、固定資産税の清算に対応する部分の金員の支払が、固定資産税と同様に、

各年の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきことは明らかである。また、本

件各清算金のうち、都市計画税の清算に対応する部分の金員についても、固定資産税と都市

計画税とを区別する合理的理由は存しないから、固定資産税と同様に、各年の不動産所得の

金額の計算上必要経費に算入されるべきである。 

なお、所得税基本通達３７－５では、業務の用に供される資産に係る固定資産税は、当該

業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入することとされている。 

ウ 本件各清算金は、その負担の合意内容如何により、客観的である不動産の価値が変動する

とみるのは明らかに不合理であるから、本件各物件の客観的価値を構成していないことは明

らかである。また、本件各清算金は、本件各物件の価値とは全く別の趣旨で授受されている

ものであるから、本件各物件の取得に通常必要不可欠な費用ともいうことができない。 

よって、本件各清算金を全額必要経費に含めなかった本件各更正処分等については、法令

の適用を誤ったものであることは明らかであり、取り消されるべきである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件各仲介手数料の全額をそれが生じた各年分の不動産所得の必要経費に算入するこ

とができるか）について 

(1) 減価償却資産である建物に係る本件各仲介手数料について 

ア 所得税法３７条１項は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額

は、別段の定めがあるものを除き、所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額

を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他所得を生ず

べき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを

除く。）の額とする旨規定する。 

さらに、所得税法４９条１項及び２項は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべ
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き減価償却資産の償却費に関する計算及びその償却の方法について規定するところ、同条に

基づき、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額について規定する所得税法施行

令１２６条は、同条１項１号において、購入した減価償却資産の取得価額は、当該資産の購

入の代価（引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税（中略）その他当該資産の購

入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額）及び当該資産を業務

の用に供するために直接要した費用の額の合計額とする旨規定する。 

そして、本件各仲介手数料は、同号イの「購入手数料」に該当することが明らかである。 

そうすると、上記の法令の定めによれば、本件各仲介手数料のうち本件各物件の建物に係

る部分は、本件各物件の建物に関する取得価額に算入され、その取得価額に基づいて算定さ

れる減価償却費の額が、爾後、各年分の不動産所得の必要経費に算入されることになる。 

イ これに対し、原告は、本件各仲介手数料が所得税法３７条１項において不動産所得の必要

経費に算入すべき金額と定められている「所得を生ずべき業務について生じた費用」に該当

すると主張する。 

しかし、上記の解釈は、所得税法が、同法３７条１項のほかに同法４９条及び所得税法施

行令１２６条１項１号を設け、資産の購入の代価に購入手数料を含めてこれを取得価額とし、

この取得価額を基礎として減価償却資産の償却費を計算して、償却費を各年分の不動産所得

の必要経費に算入すべきものとしていること、さらに、これに対応して、当該資産を将来譲

渡した際において取得価額の償却残があるときは、譲渡所得の金額の計算上、これを取得費

として控除することにしていること（所得税法３８条２項）を正解しないものであるといわ

ざるを得ない。 

また、①一般に、本件各仲介手数料を含む購入手数料は、直接的には、資産の取得に伴っ

て生じる支出であって、当該資産が不動産所得を生ずべき業務の用に供されるか否かとは関

係なく支出されるものであるから、その本来的な性質は資産の所有権取得についての対価と

観念すべきであり、また、譲渡所得の金額の計算上控除される取得費として観念することが

自然であること、②他方、購入した減価償却資産を利用して、継続的に不動産貸付業を行う

者の所得の算定に当たっては、購入手数料を資産の購入の代価に含めて、これを減価償却の

方法により不動産取得の費用とする取扱いをすることが費用収益対応の原則に沿うもので

あり、所得を適切に算定するものとなることを勘案すると、原告の主張のように、購入手数

料の全額を、その年分の不動産所得に係る「所得を生ずべき業務について生じた費用」に当

たると解することは当を得ないというべきである。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

ウ また、原告は、所得税法施行令１２６条１項１号の規定が憲法１３条及び２９条１項に反

し違憲無効であり、又は本件において所得税法施行令１２６条１項１号の規定を適用するこ

とが憲法１３条及び２９条１項に反し違憲である旨主張する。 

この点、憲法は、国民がその総意を反映する租税立法に基づいて納税の義務を負うことを

定め（憲法３０条）、新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の

定める条件によることを必要としているが（憲法８４条）、憲法自体は、その内容について

特に定めることをせず、これを法律の定めるところに委ねているところ、課税要件等を定め

るについて、極めて専門技術的な判断を必要とすることから、租税法の定立については、国

家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府
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の政策的、技術的な判断に委ねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重

せざるを得ないと解される（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同３０年３月２３日大法廷

判決・民集９巻３号３３６頁、最高裁昭和●●年（○○）第●●号同６０年３月２７日大法

廷判決・民集３９巻２号２４７頁参照）。 

しかるに、上記のとおり、減価償却資産に係る購入手数料が、上記イ①及び②で判示した

性質等を有することに照らせば、購入手数料の額を減価償却資産の取得価額に算入する旨を

規定する所得税法施行令１２６条１項１号イの規定は、不合理なものとはいえないから、憲

法１３条及び２９条１項に反するものと解することはできない。 

また、原告は、本件各物件を譲渡する際、譲渡損失が生じることを前提として、所得税法

施行令１２６条１項１号の適用が原告に不利益に働くことをもって違憲をいうが、上記の前

提自体、将来の不確実な事象に関する仮定に基づくものにすぎないことからすると、本件に

おいて上記法令を適用することが、憲法１３条及び２９条１項に反すると解することもでき

ない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

(2) 非減価償却資産である土地に係る本件各手数料について 

ア 非減価償却資産である土地自体の購入の代価は、所得税法４９条１項及び２項、所得税法

施行令１２６条１項１号が適用されず、土地の購入の代価を基礎とした減価償却費が、不動

産所得の必要経費として算入されることはない。そして、土地自体の購入の代価は、それが

将来譲渡された際、所得税法３８条１項が定める「資産の取得に要した金額」に含まれ、譲

渡所得の金額の計算上「取得費」として控除される。 

他方、土地の購入の際に支出した仲介手数料は、上記(1)イ①で判示したとおり、直接的

には資産の取得に伴って生じた支出であり、当該資産が不動産所得を生ずべき業務の用に供

されるか否かとは関係なく支出されるものであるから、その本来的な性質は資産の所有権取

得についての対価と観念すべきである。また、所得税法３８条１項にいう「取得費」とは、

同条２項にいう「取得費」と同一の概念であるところ、同条２項にいう「取得費」のうち「資

産の取得に要した金額」（同条１項参照）は、所得税法施行令１２６条１項にいう「取得価

額」の内容と統一的に理解すべきことからすると、所得税法３８条１項にいう「取得費」の

うち「資産の取得に要した金額」も、所得税法施行令１２６条１項にいう「取得価額」の内

容と統一的に理解すべきことになるから、所得税法３８条１項にいう「取得費」のうち「資

産の取得に要した金額」には、所得税法施行令１２６条１項にいう「取得価額」として同項

１号イにおいて購入の代価に含まれるものとされている購入手数料（仲介手数料）が含まれ

ると解することが相当である。そうすると、土地を購入した際に支払った仲介手数料は、土

地の客観的価格を構成すべき金額ではないが、所得税法３８条１項が定める「資産の取得に

要した金額」に含まれるものとして、譲渡所得の金額の計算上取得費として控除されると解

される（最高裁昭和●●年（○○）第●●号平成４年７月１４日第三小法廷判決・民集４６

巻５号４９２頁参照）。 

以上のとおり、土地の購入の際に支出した仲介手数料は、直接的には資産の取得に伴って

生じた支出であり、当該資産が不動産所得を生ずべき業務の用に供されるか否かとは関係な

く支出されるものであって、土地を将来譲渡した際、その全額が、譲渡所得の取得費として

取り扱われるべきものであることからすると、所得税法３７条１項にいう「所得を生ずべき
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業務について生じた費用」には該当せず、不動産所得の必要経費に算入されないものと解す

ることが相当である。 

イ これに対し、原告は、所得税法３８条１項の「資産の取得に要した金額」には、当該資産

の客観的価値を構成すべき取得代価のほか、当該資産を取得するための付随費用も含まれる

と解されるものの、その文理に即して考えれば、この付随費用は当該資産の取得に通常必要

不可欠な費用と解すべきであるとして、仲介手数料は「資産の取得に要した金額」とはいえ

ないと主張する。 

しかしながら、同項の文言から直ちに、取得費に含まれる付随費用が当該資産の取得に通

常、必要不可欠な費用に限定されていると解することは困難である。したがって、原告の上

記主張は採用することができない。 

また、原告は、非減価償却資産である土地の取得価額の範囲について直接定めた法令の根

拠はないところ、所得税法施行令１２６条１項１号の規定を非減価償却資産である土地につ

いても準用し、仲介手数料を土地の取得価額に含め、その価額の一切を必要経費に算入する

ことを許さず、不動産所得に課税することは、課税要件法定主義（憲法８４条）に反し、違

憲であると主張する。 

しかしながら、上記のとおり、所得税法３８条１項にいう「取得費」とは、同条２項にい

う「取得費」と同一の概念であるところ、同条２項にいう「取得費」のうち「資産の取得に

要した金額」（同条１項参照）は、所得税法施行令１２６条１項にいう「取得価額」の内容

と統一的に理解すべきことからすると、所得税法３８条１項にいう「取得費」のうち「資産

の取得に要した金額」も、所得税法施行令１２６条１項にいう「取得価額」の内容と統一的

に理解すべきであり、所得税法３８条１項にいう「取得費」のうち「資産の取得に要した金

額」には、所得税法施行令１２６条１項にいう「取得価額」として同項１号イにおいて購入

の代価に含まれるものとされている購入手数料（仲介手数料）が含まれると解することは、

法律上の根拠を欠くものではないから、課税要件法定主義に反するものではない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

２ 争点２（本件各清算金の全額をそれが生じた各年分の不動産所得の必要経費に算入することが

できるか否か）について 

(1) 固定資産税は、固定資産の所有の事実に担税力を認めて課される一種の財産税であり、都

市計画税は、都市計画事業等によって土地又は家屋の所有者がそれらの利用価値の増大、価格

の上昇等の利益を受けることに着目して課される目的税であって、いずれも、各年ごとに、そ

の賦課期日（当該年度の初日の属する年の１月１日）における土地又は家屋の所有者を納税義

務者として課されるもの（地方税法３４３条１項、２項、３５９条、７０２条、７０２条の６）

であり、当該年度の賦課期日後に所有者の異動が生じたとしても、新たに所有者となった者が

当該賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負担することはない。 

したがって、賦課期日とは異なる日をもって固定資産の売買契約を締結するに際し、買主が

売主に対し、売主が納税義務を負担することになる固定資産税等の税額のうち売買契約による

所有権移転後の期間の部分に相当する金額を支払うことを合意した場合、この合意に基づく金

額の支払は、固定資産税等に係る買主の納税義務に基づくものではないことが明らかである。

そして、この合意は、固定資産の売買契約を締結するに際し、売主が１年を単位として納税義

務を負う固定資産税等につき買主がこれを負担することなく当該固定資産を購入するという
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期間があるという状況を調整するために個々的に行われるものであることからすると、この合

意に基づく金額は、実質的には、当該固定資産の購入の代価の一部を成すものと解することが

相当である。 

(2) これに対し、原告は、地方税法は固定資産税等を当該土地建物の真実の所有者に対して課

することを前提としており、固定資産税等の未経過分に相当する金額の清算金は実質的に固定

資産税等と同視できると主張する。しかしながら、上記のとおり、地方税法は、固定資産税等

を賦課期日における所有者に課するものとしているのであり、１年の課税期間を所有期間に応

じて小分けして各所有者に納税告知を行い課税するものとはしていないから、原告の主張はそ

の前提において採用し難い。 

また、原告は、所得税基本通達３７－５では、業務の用に供される資産に係る固定資産税は、

当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入することとされていることを指摘す

る。しかしながら、同通達の規定は、納税義務者として支払う固定資産税のことをいうものと

解されるから、同通達の存在をもって、本件各清算金を必要経費に算入すべきことにはならな

いというべきである。 

さらに、原告は、本件各清算金は、本件各物件の客観的価値を構成しておらず、また、代価

とは別に清算及び授受が行われるものであるから、取得価額に含まれず、不動産所得を生ずべ

き業務について生じた費用に含まれることは明らかであるとも主張する。しかしながら、本件

各清算金は、上記のとおり、売買契約の締結の際になされた合意に基づいて支払われるもので

あり、実質的には資産の購入の代価の一部であると解されることからすると、原告の主張は採

用し難い。 

なお、原告は、固定資産の名義上の所有者と実質上の所有者とに齟齬があったときは、固定

資産税等の負担について不当利得返還請求権が発生するとして、固定資産税等の未経過分に相

当する金額の清算金が資産の購入の代価の一部ではない旨主張する。この点、私人間において

固定資産税等を最終的に負担すべき者は誰かという観点から、固定資産税等の性質を考慮して、

不当利得の問題を解決すべき場合があることは否定できないが、本件はそのような場合ではな

く、固定資産の売買契約に際して、未経過の固定資産税等の支払について合意がある場合であ

るから、この場合における清算金の性質を、不当利得の問題として解決すべき場合と同様に解

しなければならないとはいえない。したがって、原告の主張は採用することができない。 

(3) 以上によれば、本件各清算金のうち、建物に係る固定資産税等の未経過分に相当する金額

の清算金の額は、実質的には資産の購入の代価の金額の一部であると解され、所得税法施行令

１２６条１項１号イの購入の代価に該当することになるから、所得税法２６条２項、３７条１

項並びに４９条１項及び２項並びに所得税法施行令１２６条１項１号イの規定により、これを

建物の取得価額に算入し、当該取得価額に係る減価償却費の額のみを各年分の不動産所得の必

要経費に算入すべきこととなる。 

また、本件各清算金のうち、土地に係る固定資産税等の未経過分に相当する金額の清算金も、

実質的には資産の購入の代価の金額の一部であると解されるから、上記１(2)と同様に、所得

税法３７条１項にいう「その他所得を生ずべき業務について生じた費用」には該当せず、不動

産所得の計算上必要経費に算入することはできないこととなる。 

３ 本件各更正処分等の適法性について 

以上によれば、本件各仲介手数料及び本件各清算金の額は貸付業務用の不動産の取得価額に含
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まれ、建物の取得価額に係る減価償却費の金額のみが各年分の不動産所得の金額の計算上必要経

費に算入され、これまでに述べたところ及び弁論の全趣旨によれば、本件各更正処分等は、別紙

４のとおりいずれも適法なものと認められる。 

４ 結論 

よって、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について行

政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 谷口 豊 

裁判官 竹林 俊憲 

裁判官 貝阿彌 亮 
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別紙１ 

指定代理人目録 

菊池豊 濱田善行 佐藤繁 吉田正 小西加津奈 
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別紙２ 

関 係 法 令 の 定 め 

第１ 所得税法（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの） 

１ ２２条（課税標準） 

(1) １項 

居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額と

する。 

(2) ２項 

総所得金額は、次節（各種所得の金額の計算）の規定により計算した次に掲げる金額の合計

額（第７０条第１項若しくは第２項（純損失の繰越控除）又は第７１条第１項（雑損失の繰越

控除）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）とする。 

一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、

譲渡所得の金額（第３３条第３項第１号（譲渡所得の金額の計算）に掲げる所得に係る部分

の金額に限る。）及び雑所得の金額（これらの金額につき第６９条（損益通算）の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）の合計額 

二 譲渡所得の金額（第３３条第３項第２号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。）及び一

時所得の金額（これらの金額につき第６９条の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）の合計額の２分の１に相当する金額 

(3) ３項 （略） 

２ ２６条（不動産所得） 

(1) １項 

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機（以下この項において

「不動産等」という。）の貸付け（地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用さ

せることを含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をいう。 

(2) ２項 

不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額

とする。 

３ ３３条（譲渡所得） 

(1) １項 

譲渡所得とは、資産の譲渡（建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定そ

の他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条に

おいて同じ。）による所得をいう。 

(2) ２項 （略） 

(3) ３項 

譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収

入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合

計額を控除し、その残額の合計額（当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金

額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に

満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した

金額。以下この条において「譲渡益」という。）から譲渡所得の特別控除額を控除した金額と
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する。 

一 資産の譲渡（前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。）でその資産の取得

の日以後５年以内にされたものによる所得（政令で定めるものを除く。） 

二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの 

(4) ４項及び５項 （略） 

４ ３７条（必要経費） 

(1) １項 

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額（事業所得の金額及び雑所

得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第３５条第３項（公

的年金等の定義）に規定する公的年金等に係るものを除く。）の計算上必要経費に算入すべき

金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該

総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他こ

れらの所得を生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確

定しないものを除く。）の額とする。 

(2) ２項 （略） 

５ ３８条（譲渡所得の金額の計算上控除する取得費） 

(1) １項 

譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産

の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 

(2) ２項 

譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場

合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取

得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる

金額の合計額を控除した金額とする。 

一 その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されてい

た期間 第４９条第１項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）の規定により

当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は

雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額 

二 前号に掲げる期間以外の期間 第４９条第１項の規定に準じて政令で定めるところによ

り計算したその資産の当該期間に係る減価の額 

６ ４９条（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法） 

(1) １項 

居住者のその年１２月３１日において有する減価償却資産につきその償却費として第３７

条（必要経費）の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又

は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に

応じ政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法（償却の

方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法）に基づき政令で定める

ところにより計算した金額とする。 

(2) ２項 

前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算
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の基礎となる減価償却資産の取得価額その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で

定める。 

７ ６９条（損益通算） 

(1) １項 

総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、

事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、

政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。 

(2) ２項 （略） 

第２ 所得税法施行令 

１２６条（減価償却資産の取得価額） 

１ １項 

減価償却資産の第１２０条から第１２２条まで（減価償却資産の償却の方法）に規定する取得

価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金

額とする。 

一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 

イ 当該資産の購入の代価（引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税（関税法第２

条第１項第４号の二（定義）に規定する附帯税を除く。）その他当該資産の購入のために要

した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額） 

ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額 

二から五まで （略） 

２ ２項 （略） 

第３ 租税特別措置法 

１ ３１条（長期譲渡所得の課税の特例） 

(1) １項 

個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利（以下第３２条までにおいて「土地

等」という。）又は建物及びその附属設備若しくは構築物（以下第３２条までにおいて「建物

等」という。）で、その年１月１日において所有期間が５年を超えるものの譲渡（所得税法第

３３条第１項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他

契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下第３２条まで

において同じ。）をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第２２条及び第

８９条並びに第１６５条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る

譲渡所得の金額（同法第３３条第３項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算

した金額とし、第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があ

るときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控

除した後の金額とする。以下この項及び第３１条の４において「長期譲渡所得の金額」という。）

に対し、長期譲渡所得の金額（第３項第３号の規定により読み替えられた同法第７２条から第

８７条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第３１条の３までにおいて

「課税長期譲渡所得金額」という。）の１００分の１５に相当する金額に相当する所得税を課

する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法

その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみ
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なす。 

(2) ２項 （略） 

(3) ３項 

第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

一 （略） 

二 所得税法第６９条の規定の適用については、同条第１項中「譲渡所得の金額」とあるのは

「譲渡所得の金額（租税特別措置法第３１条第１項（長期譲渡所得の課税の特例）に規定す

る譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。）」と、「各種所得の金額」

とあるのは「各種所得の金額（長期譲渡所得の金額を除く。）」とする。 

三から五まで （略） 

２ ３２条（短期譲渡所得の課税の特例） 

(1) １項 

個人が、その有する土地等又は建物等で、その年１月１日において第３１条第２項に規定す

る所有期間が５年以下であるもの（その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるも

のを含む。）の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第２２条

及び第８９条並びに第１６５条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡

に係る譲渡所得の金額（同法第３３条第３項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしない

で計算した金額とし、第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金

額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金

額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。）に対し、

課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の金額（第４項において準用する第３１条第３項第３号

の規定により読み替えられた同法第７２条から第８７条までの規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）をいう。）の１００分の３０に相当する金額に相当する所得税を課する。こ

の場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所

得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。 

(2) ２項及び３項 （略） 

(3) ４項 

第３１条第３項の規定は、第１項又は第２項の規定の適用がある場合について準用する。こ

の場合において、同条第３項第１号中「第３１条第１項（長期譲渡所得の課税の特例）（同法

第３１条の２（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特

例）又は第３１条の３（居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）の規定によ

り適用される場合を含む。以下同じ。）」とあるのは「第３２条第１項又は第２項（短期譲渡

所得の課税の特例）」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同

項第２号中「第３１条第１項（長期譲渡所得の課税の特例）に規定する譲渡による譲渡所得」

とあるのは「第３２条第１項（短期譲渡所得の課税の特例）に規定する譲渡による譲渡所得又

は同条第２項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡

所得の金額」と、同項第３号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、

同項第４号中「第３１条第１項」とあるのは「第３２条第１項又は第２項」と、「長期譲渡所

得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」と

あるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。 
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第４ 地方税法 

１ ３４３条（固定資産税の納税義務者等） 

(1) １項 

固定資産税は、固定資産の所有者（質権又は１００年より永い存続期間の定めのある地上権

の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様

とする。）に課する。 

(2) ２項 

前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補

充課税台帳に所有者（区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関

する法律第２条第２項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。）として登

記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個

人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同

日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第３４８条第１項の者が同日前に

所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう

ものとする。 

(3) ３項から９項まで （略） 

２ ３５９条（固定資産税の賦課期日） 

固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の１月１日とする。 

３ ７０２条（都市計画税の課税客体等） 

(1) １項 

市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地

区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第５条の規定により

都市計画区域として指定されたもの（以下この項において「都市計画区域」という。）のうち

同法第７条第１項に規定する市街化区域（当該都市計画区域について同項に規定する区域区分

に関する都市計画が定められていない場合にあつては、当該都市計画区域の全部又は一部の区

域で条例で定める区域）内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該

土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規

定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないこ

とが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することと

の均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条

例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。 

(2) ２項 

前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格（中略）

をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第３４３条（第

３項、第８項及び第９項を除く。）において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。 

４ ７０２条の６（都市計画税の賦課期日） 

都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の１月１日とする。 
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別紙３ 

 

物件名 物件の表示 売買契約締結日 売主 
売買価格

(円) 

本件各仲介手数料 本件各清算金 

支払日 不動産仲介業者 金額(円) 支払日 金額(円) 

物件A 土地 東京都中野区●●，●●，●● 平成19年3月31日 有限会社Ｆ 55,000,000 平成19年5月14日 Ｇ株式会社 1,795,500   

物件B 土地 東京都渋谷区●● 平成20年2月25日 株式会社Ｈ 126,000,000 
平成20年2月25日 

株式会社Ｉ 
1,000,000 

平成20年3月31日 185,199 
平成20年3月31日 1,000,000 

物件C 
土地 東京都板橋区●● 

平成20年7月1日 株式会社Ｊ 255,000,000 平成20年7月22日 株式会社Ｉ 5,418,000 平成20年7月22日 623,809 

建物  家屋番号●● 

物件D 
土地 東京都渋谷区●● 

平成21年1月30日 有限会社Ｋ 247,000,000 平成21年2月26日 株式会社Ｉ 3,921,750 
平成21年2月26日 449,148 

建物 家屋番号●● 平成21年6月18日 44,744 

物件E 
土地 東京都杉並区●●，●●，●● 

平成21年5月22日 株式会社Ｌ 240,000,000 平成21年6月19日 株式会社Ｍ 3,774,356 平成21年6月19日 255,817 

建物 家屋番号●● 
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別紙４ 

本件各更正処分等の根拠及び適法性 

１ 本件各更正処分の根拠 

被告が主張する原告の本件各年分における課税標準等及び税額等は、次のとおりである。 

(1) 平成１９年分 

ア 総所得金額                         ４３０１万５９６５円 

上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の各金額の合計額である。 

(ｱ) 不動産所得の金額                    １８９５万１９６５円 

上記金額は、次のａの金額からｂ及びｃの各金額を差し引いた金額である（別表４の「被

告主張額」欄参照）。 

ａ 総収入金額                       ４８０１万３１７１円 

上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 賃貸料                       ４６３６万９１７１円 

上記金額は、原告が「平成１９年分所得税青色申告決算書（不動産所得用）」（以下

「平成１９年分青色決算書」といい、本件各年分のほかの所得税青色申告決算書につ

いても同様の略称とする。乙７）の「賃貸料」欄に記載した金額と同額である。 

(b) 礼金・権利金・更新料                １６４万４０００円 

上記金額は、原告が平成１９年分青色決算書（乙７）の「礼金・権利金・更新料」

欄に記載した金額と同額である。 

ｂ 必要経費                        ２８４１万１２０６円 

上記金額は、次の(a)ないし(i)の各金額（別紙４の「被告主張額」欄の項目④ないし

⑫参照）の合計額であり、次の(g)「支払手数料」の金額を除き、いずれも原告が平成

１９年分青色決算書（乙７）の各項目の欄に記載した金額と同額である。 

(a) 租税公課                       ３３８万０３５３円 

(b) 損害保険料                       ７０万７５８５円 

(c) 修繕費                        ３２９万０７１２円 

(d) 減価償却費                      ４４８万７８３５円 

(e) 借入金利子                      ８４４万２５０２円 

(f) 管理費                        ６３７万２３３０円 

(g) 支払手数料                       ９６万４７３７円 

上記金額は、原告が平成１９年分青色決算書（乙７）の「支払手数料」欄に記載し

た金額がある２７６万０２３７円から、別表７－２記載の「本件各仲介手数料」のう

ち物件Ａに係る「金額」である１７９万５５００円を控除した後の金額である。 

(h) 雑費                          ６５万３４４０円 

(i) 水道光熱費                       １１万１７１２円 

ｃ 青色申告特別控除額                         ６５万円 

上記金額は、原告が平成１９年分青色決算書（乙７）の「青色申告特別控除額」欄に

記載した金額と同額である。 

(ｲ) 給与所得の金額                     ２４０６万４０００円 
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上記金額は、原告が平成１９年分の所得税の確定申告書（以下「平成１９年分確定申告

書」といい、本件各年分のほかの所得税の確定申告書についても同様の略称とする。乙８）

の「所得金額」の「給与」欄に記載した給与所得の金額と同額である。 

イ 所得控除の額の合計額                     ３４９万８６５２円 

上記金額は、原告が平成１９年分確定申告書（乙８）の「所得から差し引かれる金額」の

「合計」欄に記載した所得控除額合計と同額である。 

ウ 課税総所得金額                       ３９５１万７０００円 

上記金額は、前記アの総所得金額４３０１万５９６５円から前記イの所得控除の額の合計

額３４９万８６５２円を控除した後の金額（ただし、国税通則法（以下「通則法」という。）

１１８条１項の規定により１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

エ 申告納税額                          ６９４万１６００円 

上記金額は、次の(ｱ)の金額から(ｲ)の金額を差し引いた後の金額（ただし、通則法１１９

条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

(ｱ) 課税総所得金額に対する税額               １３０１万０８００円 

上記金額は、前記ウの課税総所得金額３９５１万７０００円に所得税法８９条１項の税

率を乗じて算出した金額である。 

(ｲ) 源泉徴収税額                       ６０６万９１２０円 

上記金額は、原告が平成１９年分確定申告書（乙８）の「源泉徴収税額」欄に記載した

金額と同額である。 

オ 納付すべき税額                        ６２５万１４００円 

上記金額は、前記エの申告納税額６９４万１６００円から予定納税額６９万０２００円

（平成１９年分確定申告書（乙８）の「予定納税額」㊴欄に記載された金額）を控除した後

の金額である。 

(2) 平成２０年分 

ア 総所得金額                         ４２２４万９２４３円 

上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の各金額の合計額である。 

(ｱ) 不動産所得の金額                    １８１８万５２４３円 

上記金額は、次のａの金額からｂ及びｃの各金額を差し引いた金額である（別表５の「被

告主張額」欄参照）。 

ａ 総収入金額                       ７０５３万２０９６円 

上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 賃貸料                       ６８０７万１２４６円 

上記金額は、原告が平成２０年分青色決算書（乙９）の「賃貸料」欄に記載した金

額と同額である。 

(b) 礼金・権利金・更新料                  ２４６万０８５０円 

上記金額は、原告が平成２０年分青色決算書（乙９）の「礼金・権利金・更新料」

欄に記載した金額と同額である。 

ｂ 必要経費                         ５１６９万６８５３円 

上記金額は、次の(a)ないし(i)の各金額（別表５の「被告主張額」欄の項目④ないし

⑫参照）の合計額であり、次の(a)「租税公課」、(d)「減価償却費」及び(f)「支払手数
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料」の各金額を除き、いずれも原告が平成２０年分青色決算書（乙９）の各項目に記載

した金額と同額である。 

(a) 租税公課                       ７２５万２４１０円 

上記金額は、原告が平成２０年分青色決算書（乙９）の「租税公課」欄に記載した

金額である８０６万１４１８円から、別表７－２記載の「本件各清算金」のうち物件

Ｂに係る「金額」である１８万５１９９円及び物件Ｃに係る「金額」である６２万３

８０９円をそれぞれ控除した後の金額である。 

(b) 損害保険料                       ７９万５２１５円 

(c) 修繕費                        ５２９万１９８０円 

(d) 減価償却費                      ８９９万５０２０円 

上記金額は、原告が平成２０年分青色決算書（乙９）の「減価償却費」欄に記載し

た金額である８９５万６０８４円に、別表８記載の平成２０年分に係る「差引金額」

である３万８９３６円を加算した金額である。 

(e) 借入金利子                     １５８６万２６２８円 

(f) 支払手数料                      ３５０万５９７０円 

上記金額は、原告が平成２０年分青色決算書（乙９）の「支払手数料」欄に記載し

た金額である１２４２万３９７０円から、別表７－２記載の「本件各仲介手数料」の

うち物件Ｂに係る「金額」である３５０万円（括弧書きの金額）及び物件Ｃに係る「金

額」である５４１万８０００円を控除した後の金額である。 

(g) 管理費                        ８３０万８０１４円 

(h) 雑費                         １０１万６１０１円 

(i) 水道光熱費                       ６６万９５１５円 

ｃ 青色申告特別控除額                         ６５万円 

上記金額は、原告が平成２０年分青色決算書（乙９）の「青色申告特別控除額」欄に

記載した金額と同額である。 

(ｲ) 給与所得の金額                      ２４０６万４０００円 

上記金額は、原告が平成２０年分確定申告書（乙１０）の「所得金額」の「給与」欄に

記載した給与所得の金額と同額である。 

イ 所得控除の額の合計額                     ３５２万５９９６円 

上記金額は、原告が平成２０年分確定申告書（乙１０）の「所得から差し引かれる金額」

の「合計」欄に記載した所得控除額合計と同額である。 

ウ 課税総所得金額                       ３８７２万３０００円 

上記金額は、前記アの総所得金額４２２４万９２４３円から前記イの所得控除の額の合計

額３５２万５９９６円を控除した後の金額（ただし、通則法１１８条１項の規定により１０

００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

エ 申告納税額                           ６６３万９１００円 

上記金額は、次の(ｱ)の金額から(ｲ)の金額を差し引いた後の金額（ただし、通則法１１９

条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

(ｱ) 課税総所得金額に対する税額               １２６９万３２００円 
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上記金額は、前記ウの課税総所得金額３８７２万３０００円に所得税法８９条１項の税

率を乗じて算出した金額である。 

(ｲ) 源泉徴収税額                       ６０５万４０６０円 

上記金額は、原告が平成２０年分確定申告書（乙１０）の「源泉徴収税額」欄に記載し

た金額と同額である。 

オ 納付すべき税額                        ２４９万０３００円 

上記金額は、前記エの申告納税額６６３万９１００円から予定納税額４１４万８８００円

（平成２０年分確定申告書（乙１０）の「予定納税額」㊴欄に記載された金額）を控除した

後の金額である。 

(3) 平成２１年分 

ア 総所得金額                         ３７８１万９６９７円 

上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の各金額の合計額である。 

(ｱ) 不動産所得の金額                    ２２４１万９６９７円 

上記金額は、次のａの金額からｂ及びｃの各金額を差し引いた金額である（別表６の「被

告主張額」欄参照）。 

ａ 総収入金額                     １億１２８０万８８２３円 

上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 賃貸料                     １億１１４１万５８２３円 

上記金額は、原告が平成２１年分青色決算書（乙１１）の「賃貸料」欄に記載した

金額と同額である。 

(b) 礼金・権利金・更新料                 １３９万３０００円 

上記金額は、原告が平成２１年分青色決算書（乙１１）の「礼金・権利金・更新料」

欄に記載した金額と同額である。 

ｂ 必要経費                        ８９７３万９１２６円 

上記金額は、次の(a)ないし(i)の各金額（別表６の「被告主張額」欄の項目④ないし

⑫参照）の合計額であり、次の(a)「租税公課」、(d)「減価償却費」及び(g)「支払手数

料」の各金額を除き、いずれも原告が平成２１年分青色決算書（乙１１）の各項目に記

載した金額と同額である。 

(a) 租税公課                      １４１７万５６５６円 

上記金額は、原告が平成２１年分青色決算書（乙１１）の「租税公課」欄に記載し

た金額である１４９２万５３６５円から、別表７－２記載の「本件各清算金」のうち

物件Ｄに係る「金額」の「合計」である４９万３８９２円及び物件Ｅに係る「金額」

である２５万５８１７円をそれぞれ控除した後の金額である。 

(b) 損害保険料                       ４９万６４３０円 

(c) 修繕費                        ７０８万９００１円 

(d) 減価償却費                     １７４４万１８１０円 

上記金額は、原告が平成２１年分青色決算書（乙１１）の「減価償却費」欄に記載

した金額である１７２９万４１９１円に、別表８の平成２１年分に係る「差引金額」

の合計である「減価償却費加算額合計」の１４万７６１９円を加算した金額である。 

(e) 借入金利子                     ３０５０万０３４７円 
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(f) 管理費                       １４０８万２３７６円 

(g) 支払手数料                      ４７７万０７４６円 

上記金額は、原告が平成２１年分青色決算書（乙１１）の「支払手数料」欄に記載

した金額である１２７９万２８７７円から、原告が「平成２１年分の所得税の修正申

告書」（以下「平成２１年分修正申告書」という。乙１２）において原告自らが是正

した支払手数料の過大計上額３２万６０２５円（別表６の項目「支払手数料」の「確

定申告」欄及び「修正申告」欄の各金額の差額）並びに別表７－２記載の「本件各仲

介手数料」のうち物件Ｄに係る「金額」である３９２万１７５０円及び物件 Eに係る

「金額」である３７７万４３５６円を控除した後の金額である。 

なお、平成２１年分修正申告書（乙１２）は、不動産所得の金額の計算上必要経費

として過大に計上されていた上記支払手数料３２万６０２５円を是正する趣旨のも

のであり、不動産所得以外の申告内容については、平成２１年分確定申告書（乙１３）

と同じである。 

(h) 雑費   ４３万７７３２円 

(i) 水道光熱費   ７４万５０２８円 

ｃ 青色申告特別控除額   ６５万円 

上記金額は、原告が平成２１年分青色決算書（乙１１）の「青色申告特別控除額」に

記載した金額と同額である。 

(ｲ) 給与所得の金額                     １５４０万００００円 

上記金額は、原告が平成２１年分確定申告書（乙１３）の「所得金額」の「給与」欄に

記載した給与所得の金額と同額である。 

イ 分離長期譲渡所得の金額                           ０円 

上記金額は、原告が東京都渋谷区●●所在の土地及び建物（マンション）を譲渡したこと

について、所得税法３３条及び租税特別措置法（以下「措置法」という。）３１条の各規定

に基づき計算した分離長期譲渡所得の金額であり、次の(ｱ)の金額から(ｲ)の金額を差し引い

た金額である（なお、措置法３１条の規定により、分離長期譲渡所得の金額の計算上生じた

損失の金額については、生じなかったものとみなされる。）。 

(ｱ) 譲渡収入金額                      １８３７万３９７５円 

上記金額は、当該物件の譲渡価額であり、原告が平成２１年分確定申告書第三表（乙１

３の３枚目）の「収入金額」の「分離課税」のうち「長期譲渡」の「一般分」欄に記載し

た金額と同額である。 

(ｲ) 必要経費                        ２０７３万４６８７円 

上記金額は、当該物件の譲渡に係る必要経費であり、原告が平成２１年分確定申告書第

三表（乙１３の３枚目）の「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」の「必要経費」

欄に記載した金額と同額である。 

ウ 所得控除の額の合計額                     ３６２万８７６５円 

上記金額は、原告が平成２１年分確定申告書（乙１３）の「所得から差し引かれる金額」

の「合計」欄に記載した所得控除額合計と同額である。 

エ 課税総所得金額                       ３４１９万００００円 
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上記金額は、前記アの総所得金額３７８１万９６９７円から前記ウの所得控除の額の合計 

額３６２万８７６５円を控除した後の金額（ただし、通則法１１８条１項の規定により１０

００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

オ 申告納税額                          ７９７万８５００円 

上記金額は、次の(ｱ)の金額から(ｲ)の金額を差し引いた後の金額（ただし、通則法１１９

条の規定により１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

(ｱ) 課税総所得金額に対する税額               １０８８万００００円 

上記金額は、前記エの課税総所得金額３４１９万００００円に所得税法８９条１項の税

率を乗じて算出した金額である。 

(ｲ) 源泉徴収税額                       ２９０万１４９０円 

上記金額は、原告が平成２１年分確定申告書（乙１３）の「源泉徴収税額」欄に記載し

た金額と同額である。 

カ 納付すべき税額                        ６１３万５９００円 

上記金額は、前記オの申告納税額７９７万８５００円から予定納税額１８４万２６００円

（平成２１年分確定申告書（乙１３）の「予定納税額」㊶欄に記載された金額）を控除した

後の金額である。 

２ 本件各更正処分の適法性 

被告が本訴において主張する原告の本件各年分における納付すべき税額は、前記１(1)オ、１

(2)オ及び１(3)カで述べたとおり、それぞれ、 

平成１９年分  ６２５万１４００円 

平成２０年分  ２４９万０３００円 

平成２１年分  ６１３万５９００円 

であるところ、当該各金額は、いずれも本件各更正処分における納付すべき税額と同額であるか

ら（別表１ないし３の各「更正処分等」の「納付すべき税額」欄参照）、本件各更正処分は、い

ずれも適法である。 

３ 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性 

前記２で述べたとおり、本件各更正処分はいずれも適法であって、原告は本件各年分の所得税

を過少に申告していたのであるところ、原告には通則法６５条４項に規定する「正当な理由」が

存するとは認められない。そこで、原告に対しては、本件各更正処分により新たに納付すべきこ

ととなった税額を基礎として、通則法６５条１項及び２項に基づき過少申告加算税が賦課される

ことになる。 

そして、原告に対して課される過少申告加算税の額が次のとおり計算されるところ、かかる計

算根拠に基づき算定される各金額は、いずれも本件各賦課決定処分における金額と同額であるか

ら、本件各賦課決定処分は、いずれも適法である（別表１ないし３の各「更正処分等」の「加算

税の額」欄参照）。 

(1) 平成１９年分                            ７万１０００円 

上記金額は、平成１９年分の所得税の更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった

税額７１万円（通則法１１８条３項の規定により、１万円未満の端数金額を切り捨てた後のも

の。以下、過少申告加算税の計算の基礎となる税額に１万円未満の端数があるときの計算にお
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いて同じ。）を基礎として、通則法６５条１項の規定により１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額である。 

(2) 平成２０年分                           ３８万７０００円 

上記金額は、平成２０年分の所得税の更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった

税額３８７万円を基礎として、通則法６５条１項の規定により１００分の１０の割合を乗じて

算出した金額である。 

(3) 平成２１年分                           ３３万１０００円 

上記金額は、平成２１年分の所得税の更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった

税額３３１万円を基礎として、通則法６５条１項の規定により１００分の１０の割合を乗じて

算出した金額である。  
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別 表 １

（単位：円）

確 定 申 告 更正処分等 異議申立て 異 議 決 定 審 査 請 求 審 査 裁 決 原告主張額 被告主張額

平成20年3月14日 平成23年3月11日 平成23年4月11日 平成23年6月7日 平成23年6月28日 平成24年3月28日 平成24年9月27日

① 41,220,465 43,015,965 41,220,465 41,220,465 41,220,465 43,015,965

不 動 産 所 得 の 金 額 ② 17,156,465 18,951,965 17,156,465 17,156,465 17,156,465 18,951,965

給 与 所 得 の 金 額 ③ 24,064,000 24,064,000 24,064,000 24,064,000 24,064,000 24,064,000

④ 3,498,652 3,498,652 3,498,652 3,498,652 3,498,652 3,498,652

⑤ 37,721,000 39,517,000 37,721,000 37,721,000 37,721,000 39,517,000

⑥ 12,292,400 13,010,800 12,292,400 12,292,400 12,292,400 13,010,800

⑦ 6,069,120 6,069,120 6,069,120 6,069,120 6,069,120 6,069,120

⑧ 6,223,200 6,941,600 6,223,200 6,223,200 6,223,200 6,941,600

⑨ 690,200 690,200 690,200 690,200 690,200 690,200

⑩ 5,533,000 6,251,400 5,533,000 5,533,000 5,533,000 6,251,400

加算税の基礎となる税額 ⑪ 710,000 710,000

加 算 税 の 割 合 ⑫ 10% 10%

加 算 税 の 額 ⑬ 71,000 71,000

棄
　
　
　
　
却

課税総所得金額に対する税額

過

少

申

告

加

算

税

源 泉 徴 収 税 額

申 告 納 税 額

予 定 納 税 額

納 付 す べ き 税 額

総 所 得 金 額

内

　
訳

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額

課 税 総 所 得 金 額

（ ① － ④ ）

本件各更正処分等の経緯（平成１９年分）

棄
　
　
　
　
却

項 目

年 月 日
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別 表 ２

（単位：円）

確 定 申 告 更正処分等 異議申立て 異 議 決 定 審 査 請 求 審 査 裁 決 原告主張額 被告主張額

平成21年3月13日 平成23年3月11日 平成23年4月11日 平成23年6月7日 平成23年6月28日 平成24年3月28日 平成24年9月27日

① 32,561,171 42,249,242 32,561,171 32,561,171 32,561,171 42,249,243

不 動 産 所 得 の 金 額 ② 8,497,171 18,185,242 8,497,171 8,497,171 8,497,171 18,185,243

給 与 所 得 の 金 額 ③ 24,064,000 24,064,000 24,064,000 24,064,000 24,064,000 24,064,000

④ 3,525,996 3,525,996 3,525,996 3,525,996 3,525,996 3,525,996

⑤ 29,035,000 38,723,000 29,035,000 29,035,000 29,035,000 38,723,000

⑥ 8,818,000 12,693,200 8,818,000 8,818,000 8,818,000 12,693,200

⑦ 6,054,060 6,054,060 6,054,060 6,054,060 6,054,060 6,054,060

⑧ 2,763,900 6,639,100 2,763,900 2,763,900 2,763,900 6,639,100

⑨ 4,148,800 4,148,800 4,148,800 4,148,800 4,148,800 4,148,800

⑩ △ 1,384,900 2,490,300 △ 1,384,900 △ 1,384,900 △ 1,384,900 2,490,300

加算税の基礎となる税額 ⑪ 3,870,000 3,870,000

加 算 税 の 割 合 ⑫ 10% 10%

加 算 税 の 額 ⑬ 387,000 387,000

納 付 す べ き 税 額

過

少

申

告

加

算

税

項 目

年 月 日

総 所 得 金 額

内

　
訳

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額

課 税 総 所 得 金 額

（ ① － ④ ）

本件各更正処分等の経緯（平成２０年分）

課税総所得金額に対する税額

源 泉 徴 収 税 額

申 告 納 税 額

予 定 納 税 額

棄
　
　
　
　
却

棄
　
　
　
　
却
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別 表 ３

（単位：円）

確 定 申 告 修 正 申 告 更正処分等 異議申立て 異 議 決 定 審 査 請 求 審 査 裁 決 原告主張額 被告主張額

平成22年3月15日 平成23年2月10日 平成23年3月11日 平成23年4月11日 平成23年6月7日 平成23年6月28日 平成24年3月28日 平成24年9月27日

① 29,195,476 29,521,501 37,819,617 29,521,501 29,521,501 29,521,501 37,819,697

不 動 産 所 得 の 金 額 ② 13,795,476 14,121,501 22,419,617 14,121,501 14,121,501 14,121,501 22,419,697

給 与 所 得 の 金 額 ③ 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000 15,400,000

④ 0 0 0 0 0 0 0

⑤ 3,628,765 3,628,765 3,628,765 3,628,765 3,628,765 3,628,765 3,628,765

⑥ 25,566,000 25,892,000 34,190,000 25,892,000 25,892,000 25,892,000 34,190,000

⑦ 7,430,400 7,560,800 10,880,000 7,560,800 7,560,800 7,560,800 10,880,000

⑧ 2,901,490 2,901,490 2,901,490 2,901,490 2,901,490 2,901,490 2,901,490

⑨ 4,528,900 4,659,300 7,978,500 4,659,300 4,659,300 4,659,300 7,978,500

⑩ 1,842,600 1,842,600 1,842,600 1,842,600 1,842,600 1,842,600 1,842,600

⑪ 2,686,300 2,816,700 6,135,900 2,816,700 2,816,700 2,816,700 6,135,900

加算税の基礎となる税額 ⑫ 130,000 3,310,000 130,000 130,000 130,000 3,310,000

加 算 税 の 割 合 ⑬ 10% 10% 10% 10% 10% 10%

加 算 税 の 額 ⑭ 13,000 331,000 13,000 13,000 13,000 331,000

本件各更正処分等の経緯（平成２１年分）

課税総所得金額に対する税額

源 泉 徴 収 税 額

申 告 納 税 額

予 定 納 税 額

項 目

年 月 日

総 所 得 金 額

内
　

訳

所 得 控 除 の 額 の 合 計 金 額

課 税 総 所 得 金 額

（ ① － ⑤ ）

分 離 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額

棄
　
　
　
　
却

棄
　
　
　
　
却

納 付 す べ き 税 額

過

少

申

告

加

算

税  

  



30 

別表４～６、７－１、７－２、８及び９ 省略 

 




